
様式第二号の八(第八条の四の五関係)

(第１面)

産業廃棄物処理計画書

令和６年５月２３日

（宛先）岡　崎　市　長

提出者　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住 所　　岡崎市六供町字甲西 34 番地　　　

氏 名　　石田設備株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　石田　博

巳

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号　 0564-24-0139 　　　　　　　　　

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事業場の名 称 　石田設備株式会社

事業場の所在地 　愛知県岡崎市六供町字甲西３４番地

計画期 間 　令和６年度（令和６年　４月～令和７年　３月）

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種 類
０６：総合工事業

②事業の規 模 元請完成工事高：７３，７３１万円（前年期実績）

③従業員 数 ３５人



④産業廃棄物の一連

の処理の工程

汚泥　　　　　：再生処理業者に委託して、建設材料として再資源化

廃プラスチック：再生処理業者に委託して、セメント原料として再資源化

紙くず　　　　：再生処理業者に委託して、再生紙として再資源化

木くず　　　　：再生処理業者に委託して、チップとして再資源化

金属くず　　　：再生処理業者に委託して、破砕･圧縮し金属として再資源化

がれき類　　　：再生処理業者に委託して、再生砕石として再資源化

混合物　　　　：最終処理業者に委託して、埋立処分

( 日本工業規格　Ａ列４番)

(第２面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

統合ISO事務局

管理責任者（廃棄物処理総括責任者）

工事部（環境ISO委員会）

各現場担当責任者 各現場担当責任者

下請会社 下請会社

土木事業部
（正　廃棄物管理責任者）

設備事業部
（副　廃棄物管理責任者）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

1 現状 【前年度（令和５年度）実績】　　　　　　

産業廃棄物の種類

排出 量 ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画 【目標】

産業廃棄物の種類

排出 量 ｔ ｔ

別紙１のとおり

別紙２のとおり



（今後実施する予定の取組）

包装材・梱包材を簡素化し、抑制する

分別を徹底し、有価売却出来るものを増やす事で廃棄物の発生量を

削減する

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状 （分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画 （今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

1 現状 【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 ― ―

自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画 【目標】

産業廃棄物の種類 ― ―

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

1 現状 【前年度（令和５年度）実績】　

産業廃棄物の種類 ― ―

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

自ら中間処理により減量した ｔ ｔ



産業廃棄物の量

（これまでに実施した取組）

②計画 【目標】　　

産業廃棄物の種類 ― ―

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

1 現状 【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 ― ―

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画 【目標】

産業廃棄物の種類 ― ―

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項



1 現状 【前年度（令和５年度）実績】 

産業廃棄物の種類

全処理委託量 ｔ ｔ

優良認定処理業者へ

の

処理委託量

ｔ ｔ

再生利用業者へ

の

処理委託量

ｔ ｔ

認定熱回収業者へ

の処理委託量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外

の熱回収を行う業者

への処理委託量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

再生利用業者への処理委託を行い、最終処分量の低減をはかる

（第５面）

②計画 【目標】

産業廃棄物の種類

全処理委託量 ｔ ｔ

優良認定処理業者への処

理委託量

ｔ ｔ

再生利用業者への

処理委託量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処理委託量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の熱

回収を行う業者への処

理委託量

ｔ ｔ

別紙４のとおり

別紙３のとおり



（今後実施する予定の取組）

各現場ごと、1回以上担当責任者が実地確認を実施する

ISO委員会で年1回全ての処理業者の実地確認を実施する

※事務処理欄 　



（第６面）

備考

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２　当該年度の６月 30 日までに提出すること。

３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ

と。

　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請

完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ

事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。

　(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま

での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら

中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら

中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入するこ

と。

　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託

量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行令第６条の 11 第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認

定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条の３の３第１項の認定を受

けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行って

いる処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の

とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄

物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄

に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。

７　※欄は記入しないこと。





産業廃棄物の排出の制御に関する事項

①現状 別紙１

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチック類 紙くず 木くず 金属くず がれき類 混合物

排出量 31.80 t 23.82 t 0.78 t 6.68 t 22.15 t 3143.40 t 89.00 t

②計画 【目標】 別紙２

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチック類 紙くず 木くず 金属くず がれき類 混合物

排出量 30.00 t 20.00 t 0.70 t 6.50 t 20.00 t 3000.00 t 85.00 t

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状 別紙３

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチック類 紙くず 木くず 金属くず がれき類 混合物

全処理委託量 31.80 t 23.82 t 0.78 t 6.68 t 22.15 t 3143.40 t 89.00 t

31.80 t 22.73 t 0.78 t 6.68 t 2.94 t 2238.07 t 89.00 t

31.80 t 23.82 t 0.78 t 6.68 t 22.15 t 3143.40 t 89.00 t

②計画 【目標】 別紙４

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチック類 紙くず 木くず 金属くず がれき類 混合物

全処理委託量 30.00 t 20.00 t 0.70 t 6.50 t 20.00 t 3000.00 t 85.00 t

30.00 t 18.00 t 0.70 t 6.50 t 2.50 t 2000.00 t 85.00 t

30.00 t 20.00 t 0.70 t 6.50 t 20.00 t 3000.00 t 85.00 t

【前年度（令和5年度）実績】　

【前年度（令和5年度）実績】　

優良認定処理業者への
処理委託量

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者への
処理委託量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

優良認定処理業者への
処理委託量

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者への
処理委託量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量





























































様式第二号の八(第八条の四の五関係)

(第１面)

産業廃棄物処理計画書

令和 6 年 6 月 7 日

（宛先）岡 崎 市 長

提出者

住 所 愛知県岡崎市美合町字五本松２番地

氏 名 柴田興業株式会社

代表取締役 柴田 正實

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0564-55-8811

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 柴田興業株式会社

事 業 場 の 所 在 地 岡崎市美合町字五本松２番地１

計 画 期 間 令和 ５年度（令和 ５年 ４月～令和 ６年 ３月）

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類 06 : 総合工事業

② 事 業 の 規 模 元請完成工事高 ： ５１，０００万円

③ 従 業 員 数 ８８人

④産業廃棄物の一連

の処理の工程

解体工事現場（土木工事現場）～各処分業者へ運搬処理

がれき類→自社中間処理場にて破砕後、再生砕石として再資源化

再生処理業者に委託し、破砕後、再生砕石として再資源化

木くず→再生処理業者に委託し、破砕後、チップ・燃料として再資源化

混合物→中間処理業者に委託し、選別後、破砕・埋立処分

(日本工業規格 Ａ列４番)



(第２面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

統括責任者 ： 土木部長

｜

各担当者 … マニフェスト発行、管理

｜

総 務 … マニフェスト集計、行政報告

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

① 現状

【前年度（令和５年度）実績】 別紙のとおり

産業廃棄物の種類

排 出 量 ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

・廃棄物の種類毎に仕分・分別

② 計画

【目標】 別紙のとおり

産業廃棄物の種類

排 出 量 ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

・混合廃棄物の減量

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・混合物→分別可能な限り分別を実施する。

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・人力分別で丁寧に分別を行う。



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

① 現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 がれき類

自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量
2,053ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

未実施

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
1,000ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

① 現状

【前年度（令和 年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

① 現状

【前年度（令和 年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

① 現状

【前年度（令和５年度）実績】 別紙のとおり

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

・可能な範囲で再生利用業者への処理委託を行い、最終処分量の低減

を図る



（第５面）

② 計画

【目標】 別紙のとおり

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

※事務処理欄



（第６面）

備考

１ 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

７ ※欄は記入しないこと。





 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和 6年  6月  12日 

 

（宛先）岡 崎 市 長 

提出者                   

住 所 愛知県岡崎市矢作町字土井城４－１ 

氏 名 フジエ建設株式会社        

代表取締役 藤江 利宜    

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 0564-31-1261         

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  フジエ建設株式会社 

事 業 場 の 所 在 地  愛知県岡崎市矢作町字土井城４番地１ 

計 画 期 間  令和6年度（令和 6年 ４月～令和 7年 ３月） 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
①事 業 の 種 類  ０６：総合工事業 

②事 業 の 規 模  元請完成工事高：30994万円 

③従 業 員 数  13人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

建設工事 
 
  コンクリートがら、アスコンがら、がれき類、廃プラ、木くず、紙

くず → 再生処理業者へ委託して破砕し、再資源化 

  汚泥 → 再生処理業者へ委託して脱水、分級し、再資源化 

   

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

              本社 

 

 

         廃棄物処理・管理総括責任者 

 

         工事現場管理責任者（廃棄物処理・管理責任者） 

 

         産業廃棄物処理施設技術管理者 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度実績】       

産業廃棄物の種類 別紙のとおり   

排 出 量    

（これまでに実施した取組） 

 

 ・特になし 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり   

排 出 量    

（今後実施する予定の取組） 

 

 ・廃棄物が少なくなるよう、加工料を検討する。 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 
（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・がれき類、廃プラ、木くず、紙くず、汚泥は、それぞれ分別している。 

②計画 
（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・がれき類、廃プラ、木くず、紙くず、汚泥を分別する。 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

①現状 

【前年度実績】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
   

（これまでに実施した取組） 

 

・特に実施していない 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
   

（今後実施する予定の取組） 

 

 ・特になし 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和 元年度）実績】  

産業廃棄物の種類 別紙のとおり   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
   

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
   

（これまでに実施した取組） 

 

 ・特に実施していない 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類 別紙のとおり   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
   

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
   

（今後実施する予定の取組） 

 

 ・特になし 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

①現状 

【前年度実績】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

   

（これまでに実施した取組） 

 

 ・特に実施していない 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

   

（今後実施する予定の取組） 

 

 ・特になし 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ①現状 

【前年度実績】  

産業廃棄物の種類 別紙のとおり   

全 処 理 委 託 量    

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
   

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
   

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
   

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

   

（これまでに実施した取組） 

 

 ・特に実施していない 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり   

全 処 理 委 託 量    

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
   

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
   

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
   

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

   

（今後実施する予定の取組） 

 

 ・特になし 

 

 

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



産業廃棄物処理計画　　（別紙）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状 ｺﾝｸﾘｰﾄがら アスコンがら 汚泥 金属くず 紙くず 廃プラスチック類 木くず
ガラス・コンクリート・陶

磁器くず

678.00t 943.00t 3.50t 0.00t 0.00t 11.00t 17.00t 12.00t

②計画 ｺﾝｸﾘｰﾄがら アスコンがら 汚泥 金属くず 紙くず 廃プラスチック類 木くず
ガラス・コンクリート・陶

磁器くず

650.0t 900.0t 3.0t 0.0t 0.0t 10.0t 15.0t 10.0t

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

ｺﾝｸﾘｰﾄがら アスコンがら 汚泥 金属くず 紙くず 廃プラスチック類 木くず
ガラス・コンクリート・陶

磁器くず

678.00t 943.00t 3.50t 0.00t 0.00t 11.00t 17.00t 12.00t

①現状

ｺﾝｸﾘｰﾄがら アスコンがら 汚泥 金属くず 紙くず 廃プラスチック類 木くず
ガラス・コンクリート・陶

磁器くず

650.0t 900.0t 3.0t 0.0t 0.0t 10.0t 15.0t 10.0t

②計画

産業廃棄物の種類

排出量

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理

委託量

10.0t

認定熱回収業者への
処理委託量

再生利用業者への
処理委託量

650.0t 900.0t 3.0t 0.0t

0.00t 0.00t 2.00t5.00t

0.0t 15.0t

認定熱回収業者への
処理委託量

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理

委託量

3.50t

0.00t 12.00t678.00t 943.00t 3.50t 0.00t 17.00t

産業廃棄物の種類

全処理委託量

優良認定処理業者への
処理委託量

再生利用業者への
処理委託量

【前年度　（令和　5年度）　実績】

【目標】

産業廃棄物の種類

排出量

【前年度　（令和　5年度）　実績】

5.20t

11.00t

2.00t

10.0t

【目標】

産業廃棄物の種類

全処理委託量

優良認定処理業者への
処理委託量

150.00t 100.00t 3.00t



様式第二号の八 ( 第八条の四の五関係)

(第１面)

産業廃棄物処理計画書

　　年　　月　　日

岡崎市長　殿

提出者　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　住 所　愛知県安城市高棚町東山 83 番地

　　　　　　　　　　　　氏 名　株式会社　大同建設工業　　　　　　　　　　　　　　　　

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

代表取締役　青本　映子

　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　 0566-92-7763 　　　　　　　　　　　　　　

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事業場の名 称 　岡崎市内各工事

事業場の所在 地 　岡崎市内

計画期 間 　 2023 年度(2023年 4月 1日～ 2024 年 3月 31 日 )

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種 類
07 　特別工事業(設備工事を除く)

②事業の規 模 元請完成工事高　　　 20,606,098 円

③従業員 数 34 人



④産業廃棄物の一連

の処理の工程

建築物解体

がれき類 ⇒ 再生処理業者に委託し、破砕後再生砕石として再資源化

木くず ⇒ 再生処理業者に委託し、破砕後チップとして再資源化

廃プラスチック類 ⇒ 再生処理業者に委託し、圧縮後 PRF 燃料として再資源化

ガラス・コンクリ・陶磁器くず ⇒ 再生処理業者に委託し、破砕後再生砕石として再資源化

廃石膏ボード ⇒ 再生処理業者に委託し、選別後破砕し石膏粉末として再資源化

混合物 ⇒ 最終処分業者に委託し、選別後、破砕、焼却、埋立処分

繊維くず ⇒ 再生処理業者に委託し、選別後圧縮し古紙原料として再資源化

金属くず ⇒ 再生処理業者に委託し、破砕後鋼材原料として再資源化

石綿含有産業廃棄物 ⇒ 最終処分業者に委託し、埋立処分

( 日本工業規格　Ａ列４番)

(第２面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

代表取締役

↓

各工事担当者

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

1 現状 【前年度（　 2023 年度）実績】　別紙1の通り　　　

産業廃棄物の種類

排出 量 ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

・人力重機による選別を行う

・事前に手解体を行い、分別を行う

②計画 【目標】別紙2の通り

産業廃棄物の種類



排出 量 ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

・上記取組みの継続実施

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状 （分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

種類ごとに分別し排出している

②計画 （今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

上記取組みの継続実施

（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状 【前年度（　　　　　年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画 【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状 【前年度（　　　　　年度）実績】　

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った ｔ ｔ



産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画 【目標】　　

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状 【前年度（　　　　　年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画 【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

ｔ ｔ



（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

1 現状 【前年度（　　　　年度）実績】 

産業廃棄物の種類

全処理委託量 ｔ ｔ

優良認定処理業者へ

の

処理委託量

ｔ ｔ

再生利用業者へ

の

処理委託量

ｔ ｔ

認定熱回収業者へ

の処理委託量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外

の熱回収を行う業者

への処理委託量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

可能な限り再生利用業者への処理委託を行い、最終処分量の低減を

はかる

（第５面）

②計画 【目標】

産業廃棄物の種類

全処理委託量 ｔ ｔ

優良認定処理業者への処

理委託量

ｔ ｔ

再生利用業者への

処理委託量

ｔ ｔ



認定熱回収業者への

処理委託量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の熱

回収を行う業者への処

理委託量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

　

※事務処理欄 　



（第６面）

備考

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２　当該年度の６月 30 日までに提出すること。

３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ

と。

　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請

完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ

事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。

　(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま

での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら

中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら

中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入するこ

と。

　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託

量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行令第６条の 11 第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認

定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条の３の３第１項の認定を受

けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行って

いる処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の

とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄

物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄

に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。

７　※欄は記入しないこと。









様式第二号の八 (第八条の四の五関係 )

(第１面 )



産業廃棄物処理計画書

令和６年６月７日

（宛先）岡　崎　市　長

提出者　　大伸建設株式会社　　　　　　

住 所　　岡崎市上和田町字城前２２－１　

　氏 名　　代表取締役　　酒井　英二　　　

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名 )
　　　　　　電話番号　 0564-54-7777 　　　　　

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事業場の名 称 　大伸建設株式会社



事業場の所在地

　岡崎市上和田町字城前 22-1
計画期 間 　令和６年度（令和６年４月～令和７年３月）

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種 類
０６（総合工事業）

②事業の規 模 １１億円（元請完成工事高）

③従業員 数 ３２人

④産業廃棄物の一連

の処理の工程

がれき類（アスファルト塊　コンクリート塊）

　⇒運搬⇒破砕⇒再生砕石、再生アスファルトとして再資源化

汚泥（建設汚泥）⇒運搬⇒脱水・乾燥、造粒固化⇒建設材料として再

資源化

廃プラスチック類⇒運搬⇒破砕・圧縮・選別⇒再生材料として再資源

化

木くず（伐木）⇒運搬⇒破砕⇒燃料、チップとして再資源化

混合物⇒運搬⇒選別・破砕⇒埋立処分・再生材料として再資源化

(日本工業規格　Ａ列４番 )
(第２面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項



（管理体制図）

廃棄物処理統括責任者　　　代表取締役　酒井英二

廃棄物処理管理担当者　　工事部　保田拓司



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

1 現状

【前年度（令和５年度）実績】　　　　　　

産業廃棄物の種類 別紙①のとおり

排出 量 別紙①のとおり ｔ

（これまでに実施した取組）

現場毎に廃棄物処理計画書を作成する。

・建設業であるため、受注高及び受注工事内容により、増減が激し

い為、完成工事高あたりの排出量抑制を努めている。

・職員及び下請会社に対する廃棄物の排出抑制及び適正な処理方法

　の周知徹底。

②計画 【目標】

産業廃棄物の種類 別紙①のとおり

排出 量 別紙①のとおり ｔ

廃棄物処理責任者　　工事現場代理人



（今後実施する予定の取組）

・現状実施事項に順ずる。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状 （分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・木くず　紙類

　（専用回収箱による分別）

②計画 （今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・混合廃棄物

　（金属、廃プラ、紙類等、再生可能な品目の分別の徹底。）

（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

1 現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 ――――

自ら再生利用を行った ―――― ｔ



産業廃棄物の量

（これまでに実施した取組）

②計画 【目標】

産業廃棄物の種類 ―――――

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量

―――――ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（令和５年度）実績】　



1 現状

産業廃棄物の種類 ――――――

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量

――――――ｔ ｔ

自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量

――――――ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画 【目標】　　

産業廃棄物の種類 ―――――――

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量

――――――ｔ ｔ

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量

――――――ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項



1 現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 ――――――

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

――――――ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画 【目標】

産業廃棄物の種類 ――――――

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

――――――ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

1 現状

【前年度（令和５年度）実績】 

産業廃棄物の種類



全処理委託量 別紙②のとおり ｔ

優良認定処理業者へ

の

処理委託量

別紙②のとおり ｔ

再生利用業者へ

の

処理委託量

別紙②のとおり ｔ

認定熱回収業者へ

の処理委託量

――――― ｔ

認定熱回収業者以外

の熱回収を行う業者

への処理委託量

別紙②のとおり ｔ

（これまでに実施した取組）

・がれき、汚泥：再生利用率100％の継続。

・廃プラスチック：再生利用100％を目指す。

・がれき、汚泥、廃プラスチック：優良認定処理業者への委託。

（第５面）

②計画 【目標】



産業廃棄物の種類 別紙②のとおり

全処理委託量 別紙②のとおり ｔ

優良認定処理業者への処

理委託量

別紙②のとおり ｔ

再生利用業者への

処理委託量

別紙②のとおり ｔ

認定熱回収業者への

処理委託量

―――――― ｔ

認定熱回収業者以外の熱

回収を行う業者への処

理委託量

―――――― ｔ

（今後実施する予定の取組）

・がれき、汚泥：再生利用率100％の継続。

・廃プラスチック、木くず：再生利用 80 ％を目指す。

・がれき、汚泥、廃プラスチック：優良認定処理業者への委託。

※事務処理欄 　



別紙①

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

1 現状

【前年度（令和５年度）実績】

廃棄物の種類 がれき類

（アスファルト塊。コンクリート

塊）

汚泥

（建設汚泥）

排 出 量 4350 ｔ 12.4ｔ
廃棄物の種類 廃プラスチック類 木くず

（伐木）

排 出 量 1.5 ｔ 19t
廃棄物の種類 混合物 ｶﾞﾗｽくず陶磁器くず

排 出 量 80t 0t
廃棄物の種類 金属くず

排 出 量 0ｔ
②計画 【目標】

廃棄物の種類 がれき類

（アスファルト塊。コンクリート

塊）

汚泥

（建設汚泥）



排 出 量 6000 ｔ 50 ｔ
廃棄物の種類 廃プラスチック類 木くず

（伐木）

排 出 量 10 ｔ 20 ｔ
廃棄物の種類 混合物 ｶﾞﾗｽくず陶磁器くず

排　出　量 20 ｔ 0t
廃棄物の種類 金属くず

排 出 量 0t



別紙②

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

1 現状

【前年度（令和５年度）実績】 

産業廃棄物の種類 がれき類（アスファルト

塊。コンクリート塊）

汚泥

（建設汚泥）

全処理委託量 4350 ｔ 12.4ｔ
優良認定処理業者への

処理委託量 788ｔ 12.4ｔ
再生利用業者へ

の

処理委託量
4350 ｔ 12.4ｔ



認定熱回収業者への

処理委託量 0ｔ 0.000ｔ
認定熱回収業者以外の熱

回収を行う業者への処

理委託量
0ｔ 0.000ｔ

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 木くず

全処理委託量 1.5 ｔ 19 ｔ
優良認定処理業者への

処理委託量 0.000ｔ 0.000ｔ
再生利用業者へ

の

処理委託量
1.5 ｔ 19 ｔ

認定熱回収業者への

処理委託量 0.000ｔ 0.000ｔ
認定熱回収業者以外の熱

回収を行う業者への処

理委託量
0.000ｔ 0.000ｔ

産業廃棄物の種類 混合物 ｶﾞﾗｽくず陶磁器くず

全処理委託量 80 ｔ 0 t



優良認定処理業者への

処理委託量 80 ｔ 0.000 t
再生利用業者へ

の

処理委託量
80 ｔ 0 t

認定熱回収業者への

処理委託量 0.000ｔ 0.000 t
認定熱回収業者以外の熱

回収を行う業者への処

理委託量
0.000ｔ 0.000 t

産業廃棄物の種類 金属くず

全処理委託量 0ｔ
優良認定処理業者への

処理委託量 0.000ｔ
再生利用業者へ

の

処理委託量
0ｔ



認定熱回収業者への

処理委託量 0.000ｔ
認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処理委託量
0.000ｔ

2 計画

3

【目標】 

産業廃棄物の種類 がれき類（アスファルト

塊。コンクリート塊）

汚泥

（建設汚泥）

全処理委託量 5000 ｔ 20 ｔ
優良認定処理業者への

処理委託量 1500 ｔ 20 ｔ
再生利用業者へ

の

処理委託量
5000 ｔ 20 ｔ

認定熱回収業者への

処理委託量 0ｔ 0ｔ



認定熱回収業者以外の熱

回収を行う業者への処

理委託量
0ｔ 0ｔ

産業廃棄物の種類 廃プラスチック 木くず

（伐木））

全処理委託量 10 ｔ 20 ｔ
優良認定処理業者への

処理委託量 0ｔ 0ｔ
再生利用業者へ

の

処理委託量
10 ｔ 20 ｔ

認定熱回収業者への

処理委託量 0ｔ 0ｔ
認定熱回収業者以外の熱

回収を行う業者への処

理委託量
0ｔ 0ｔ

産業廃棄物の種類 混合物 ｶﾞﾗｽくず陶磁器くず

全処理委託量 80 ｔ 0ｔ



優良認定処理業者への

処理委託量 80 ｔ 0ｔ
再生利用業者へ

の

処理委託量
80 ｔ 0ｔ

認定熱回収業者への

処理委託量 0ｔ 0ｔ
認定熱回収業者以外の熱

回収を行う業者への処

理委託量
0ｔ 0ｔ

産業廃棄物の種類 金属くず

全処理委託量 0t
優良認定処理業者への

処理委託量 0t
再生利用業者へ

の

処理委託量
0t



認定熱回収業者への

処理委託量 0t
認定熱回収業者以外の熱

回収を行う業者への処

理委託量
0t

（第６面）



備考

１  前年度の産業廃棄物の発生量が 1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２　当該年度の６月 30 日までに提出すること。
３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ

と。

　 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

　 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請

完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ

事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。

　 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま

での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。



４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら

中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら

中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入するこ

と。

　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託

量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行令第６条の 11 第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認

定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条の３の３第１項の認定を受

けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行って

いる処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の

とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄

物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄

に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。

７　※欄は記入しないこと。





 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

  令和  6 年 6 月 20日 

 

岡 崎 市 長  殿 

 

提出者                    

   住 所 愛知県名古屋市中錦二丁目20番15号    

氏 名 鹿島建設株式会社 中部支店 安全環境部 

         部 長 関 口 武 生          

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 ０５２－３０７－５１１１  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称 
 鹿島建設株式会社 

中部支店 岡崎市内各現場 

事 業 場 の 所 在 地  愛知県岡崎市内各現場 

計 画 期 間  令和6年4月1日～令和7年3月31日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
①事 業 の 種 類 06 総合工事業 

②事 業 の 規 模 67,618 万円 

③従 業 員 数  31人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

「別紙①産業廃棄物の一連の処理の工程」のとおり 

 

   

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

「別紙 ② 管理体制図」のとおり 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

①   現状 

【前年度（令和５年度）実績】（別紙③のとおり） 

産業廃棄物の種類   

排 出 量    ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

・鋼製足場材の使用、設備機器等の梱包材の削減（メーカーへの協力

要請 

・工法変更（仮設・本設）、設計に組込まれていない場合は以下の事

項について発注者と協議 

 ＰＣ化、ユニット化、ラス型枠、床のデッキプレート等 

②計画 

【目標】（別紙④のとおり） 

産業廃棄物の種類   

排 出 量 
 

ｔ 
ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

前年度の取り組みを継続 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

施工段階で現場状況に応じて以下を実施 

コンガラ、アスガラ、木くず、金属くず、ダンボール、石膏ボード 

ＡＬＣ、岩綿吸音板、廃蛍光管、その他 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

前年度の取り組みを継続 

 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

①   現状 

【前年度（令和５年度）実績】（別紙③のとおり） 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
  

（これまでに実施した取組） 

解体工事から発生したコンガラを現場内で破砕処理し、 

路盤材等に積極的に利用する。 

 

②計画 

【目標】（別紙④のとおり） 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
  

（今後実施する予定の取組） 

 

前年度の取り組みを継続 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

①   現状 

【前年度（令和５年度）実績】 

産業廃棄物の種類 
  

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 

  

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 

  

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 

  

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 

  

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

①   現状 

【前年度（令和５年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

  

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

  

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ①   現状 

【前年度（令和５年度）実績】（別紙③のとおり） 

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

委託処理業者に対し減量化、再資源化率の調査を行い、処理委託業者

選定時の参考にしている。 

 

 

 

 

 



 

 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】（別紙④のとおり） 

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

前年度の取り組みを継続 

 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙① 当該事業場において現行行っている事業に関する事項
産業廃棄物の一連の処理の工程

建
設
工
事

委託処理 埋立

がれき類 委託処理 破砕 再生利用 売却

ガラスくず等 委託処理 破砕 再生利用 売却

委託処理 埋立

委託処理 混練 委託処理 埋立

再生利用 売却

委託処理 埋立

委託処理 埋立

委託処理 溶融固化 再生利用 売却

再生利用 売却

委託処理 焼却 再生利用 売却

委託処理 埋立

委託処理 圧縮 委託処理 溶融固化

売却

委託処理 焼却 再生利用 売却

委託処理 埋立

委託処理 埋立

委託処理 埋立

繊維くず 委託処理 破砕 委託処理 溶融固化 再生利用

委託処理 溶融固化 再生利用 売却

委託処理 焼却 再生利用 売却

木くず 委託処理 破砕

委託処理 焼却

金属くず 委託処理 売却

再生利用 売却

委託処理 破砕 委託処理 溶融固化 再生利用

委託処理 焼却 委託処理 混練 委託処理 埋立

委託処理 埋立

委託処理 埋立

委託処理 溶融固化 再生利用 売却

再生利用 売却

委託処理 焼却 再生利用 売却

委託処理 埋立

委託処理 圧縮 委託処理 溶融固化

売却

委託処理 焼却 再生利用 売却

委託処理 埋立

紙くず

売却

委託処理 委託処理 委託処理

再生利用

焼却 混練 埋立

委託処理 埋立

委託処理 埋立

委託処理 溶融固化 再生利用 売却

再生利用 売却

委託処理 焼却 再生利用 売却

委託処理 埋立

委託処理 圧縮 委託処理 溶融固化

売却

委託処理 焼却 再生利用 売却

委託処理 埋立

委託処理 埋立

再生利用 売却

廃プラスチック 委託処理 破砕 委託処理 溶融固化 再生利用

再生利用 売却

委託処理 焼却 委託処理 混練

委託処理 埋立

再生利用 売却

廃アルカリ 委託処理 中和 委託処理 埋立

再生利用 売却

委託処理 焼却 委託処理 混練

再生利用 売却

廃酸 委託処理 中和 委託処理 埋立

委託処理 焼却 委託処理 混練 委託処理 埋立

再生利用 売却

廃油 委託処理 油水分離 再生利用 売却

委託処理 埋立

再生利用 売却

委託処理 溶融 委託処理 埋立

委託処理 薬注固化 委託処理 埋立

委託処理 焼却 委託処理 混練

委託処理 凝集固化 再生利用 売却

委託処理 造粒固化 再生利用 売却

委託処理 脱水 委託処理 海洋投入

再生利用 売却

燃え殻 委託処理 溶融 委託処理 埋立

再生利用 売却

委託処理 埋立

再生利用 売却

委託処理 混練

委託処理 埋立

委託処理 埋立

再生利用 売却

委託処理 混練汚泥

委託処理 分級

再生利用 売却

委託処理 海洋投入



別紙 ② 管 理 体 制 図  

 

          
 
         
 
         
 
      
 
 
 

 
    
         
 
         
 
     
  
     
 

 
 
 

 
   
                        
                        
                       
                
                      
 

担当役員 

安全環境部 土木管理本部 

土木工務部 

機械部 建築管理本部 

建築工務部 

支店長 
支店環境委員会 

安全環境部 土木部 機電 Gr 建築部 

機電総括 

環境管理者 

土木総括 

環境管理者 

建築総括 

環境管理者 

工事事務所長 

統括環境管理者 

環境管理者 

＊産業廃棄物処理責任者 

本社環境委員会 

支店環境委員会 



別紙③

産業廃棄物処理内訳【現状】
（単位：トン）

がれき類 84.3 0 0 0 84.3 79.7 45.3 0 0

木くず 2,580.1 0 0 0 2,580.1 0.1 2,580.1 0 0

ガラス陶磁器くず 14.7 0 0 0 14.7 0.0 14.7 0 0

廃プラスチック類 1.6 0 0 0 1.6 1.5 0.0 0 0

混合廃棄物 10,088.5 0 0 0 10,088.5 10,081.3 10,088.2 0 0

合計 12,769.2 0 0 0 12,769.2 10,162.6 12,728.3 0 0

⑤-1優良認定処
理業者への処理
委託量【現状】

⑤-2再生利用業
者への処理委託
量【現状】

⑤-3認定熱回収
業者への処理委
託量【現状】

⑤-4認定熱回収
業者以外の熱回
収業者への処理
委託量【現状】

廃棄物の種類
①産業廃棄物排
出量【現状】

②自己直接再生
利用量【現状】

③自己直接埋立
処分又は海洋投
入量【現状】

④自己中間処理量
（熱回収・減量）
【現状】

⑤全処理委託量
【現状】



別紙④

産業廃棄物処理計画内訳【計画】
（単位：トン）

がれき類 76 0 0 0 76 76 76 0 0

木くず 2,322 0 0 0 2,322 2,322 2,322 0 0

ガラス陶磁器くず 13 0 0 0 13 13 9 0 0

廃プラスチック類 1 0 0 0 1 1 1 0 0

混合廃棄物 9,080 0 0 0 9,080 9,080 3,632 0 0

合計 11,492 0 0 0 11,492 11,492 6,040 0 0

⑤全処理委託量
【目標】

⑤-1優良認定処
理業者への処理
委託量【目標】

⑤-2再生利用業
者への処理委託
量【目標】

⑤-4認定熱回収
業者以外の熱回
収業者への処理
委託量【目標】

⑤-3認定熱回収
業者への処理委
託量【目標】

廃棄物の種類
①産業廃棄物排
出量【目標】

②自己直接再生
利用量【目標】

③自己直接埋立
処分又は海洋投
入量【目標】

④自己中間処理量
（熱回収・減量）
【目標】



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和 6 年 6 月 25 日 

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

提出者                   

住 所 岡崎市岡町字南屋敷１７番地１   

氏 名 ㈱クリエイティブ中央解体土木   

代表取締役 神取 光好                   

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 0564-71-0658          

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  ㈱クリエイティブ中央解体土木 

事 業 場 の 所 在 地  岡崎市岡町字南屋敷１７番地１ 

計 画 期 間  令和６年度（令和6年4月～令和7年3月） 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
①事 業 の 種 類 総合工事業 

②事 業 の 規 模 元請完成工事高：５００万円 

③従 業 員 数 ３人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

建築物解体 

がれき類→再生処理業者に委託 破砕後再生砕石として再資源化 

木くず→再生処理業者に委託 破砕後チップとして再資源化 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類→再生処理業者に委託 圧縮後塩ビ製品として再資源化 

混合物→中間処理業者に委託 選別後再資源化 

ガラス・陶磁器くず→中間処理業者に委託 破砕・埋立処分・路盤材 

 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

廃棄物処理総括責任者 

 ↓ 

廃棄物処理責任者（工事現場責任者） 

 ↓ 

協力業者（下請け会社等） 

 ↓ 

廃棄物管理担当部署（経理部） 

   《マニフェスト管理、処理計画作成など》 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和5年度）実績】       

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

排 出 量 ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

各種類毎に分別 

 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

排 出 量 ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

引き続き分類を徹底 

 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 
各種類毎に分別 

 

②計画 
混合物の分別を徹底 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和5年度）実績】 

産業廃棄物の種類      ―  

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
―   ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類      ―  

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
―   ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和5年度）実績】  

産業廃棄物の種類      ―  

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
―   ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
―   ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類      ―  

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
―   ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
―   ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和5年度）実績】 

産業廃棄物の種類     ―  

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

―    ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類      ―  

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

―   ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和5年度）実績】  

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

全 処 理 委 託 量 831.47ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
108.10ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
831.04ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

法令に従い、業者と書面により委託契約を締結する。 

可能な範囲で再生利用業者への処理委託を行い、最終処分量の低減を

図る。 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

全 処 理 委 託 量 626.00ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
102.00t ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
621.00t ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

再生利用業者へ処理を委託する。 

混合廃棄物を可能な限り分別する。 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 
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